
事務局 
事務局長 西尾 匠人 

テ－マ 

「貫徹」 

〈基本方針〉 

一般社団法人刈谷青年会議所は、63 年という歴史があり、長期的に運動を展

開して参りました。その運動は、刈谷のまちに影響を与え、まちの発展に寄与

してきました。この運動を継続していくためにも、私たち事務局は、組織の下

支えとしての役目を担い、一般社団法人刈谷青年会議所の最高決定機関である

理事会を設営させていただき、また理事長セクレタリーとしての業務を滞りな

く遂行する必要があります。 

まずは、一般社団法人刈谷青年会議所の理事会の質を高めるべく、事業構築

段階から各委員長に寄り添いながら、議案作成という過程の中で、仲間意識を

もって委員長のサポートを行い、議案が承認されるまで精一杯の協力をさせて

いただきます。さらに、事務局としての業務を円滑に遂行するべく、確認作業

を怠らず、やるべきことを必ず実施し、事前準備を徹底して行います。そし

て、常に理事長に添い遂げ、理事長の掲げる想いを実現していくため、助力出

来るよう万全の体制で行動して参ります。 

事務局が１年間、責任感をもって活動することで、役員・各委員会の皆様か

ら信頼される組織となることができます。そうすることで、事務局が他の模範

となり、組織内の倫理的な態度の向上に繋がります。そして、これまでの 63

年という長い歴史の上に築かれた伝統をしっかりと継承していくとともに、変

化を恐れることなく、新たな取り組みに対しても前向きな姿勢で、事務局一丸

となり、職務を全うして参ります。 

 

〈運営方針〉 

1．事前準備 

2．事前確認 

3．事前行動 

 

〈事業計画〉 

開 催 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

西三河 10JC 

理事長会議の設営 
            

獅山青年商會来訪交流             

理事会議 

役員会議の設営 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

褒章            〇 

東海フォーラム       〇      

愛知ブロック大会         〇    



〈収支予算〉 

収 入 の 部 支 出 の 部 

事業費繰入収入 70,000 総会例会費 0 

  事業費 70,000 

  その他  

合    計  合    計 70,000 

 


